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Ⅰ 特定行為に係る看護師の研修制度の概要 

１． 特定行為とは 

特定行為とは、診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考

力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされるものとして厚生労働省省令

で定められる 38 行為。 

現行と同様、医師の指示の下に、手順書によらないで看護師が特定行為を行うことに制限は生じな

い。また、患者の病状や看護師の能力を勘案し、医師が直接対応するか、どのような指示により看護

師に診療の補助を行わせるかの判断は医師が行うことに変わりはない。 

 

 

２．特定行為研修の基本理念 

（医）平心会 須賀川病院の基本理念は「生命を尊重し、平静な心で臨む医療を実施します」であ

る。基本方針として地域に根ざした救急医療を目指すと掲げている。 

チーム医療のキーパーソンである看護師が、患者から、期待される役割を十分に担うために研修

を重ね、医療安全に配慮し、現場においてその高度な臨床実践能力を医師の手順書による指示に従

って発揮できるように、また自己研鑽を継続出来るように育成する事を目指すものである。 

また当院は「循環器専門医研修施設」「日本心血管インターベンション学会研修関連施設」の指定

を受けており、循環動態に係る薬剤投与関連の特定行為が非常に多い現状にある。高度な医療技術

が要求される現場において、高度な特定行為を実践できる看護師が重要な役割を担うことは確実で

あり、期待をもって人材を育成したいという思いに至った。 

さらに地域包括ケアが進んできている中で同一法人内においては、介護老人保健施設を運営し、

系列法人においては特別養護老人ホームを運営しているので、将来的には介護に関わる施設勤務の

看護師にも研修を実施して、地域住民に対して高度な実践能力を発揮できる質の高い看護師を育成

する事を目指すものである。 

 

 

３．研修の目的・目標 

１）目的 

本研修の目的は、地域医療及び高度医療の現場において、医療安全を配慮しつつ、高度な臨床実践

能力を発揮し、自己研鑽を継続しながらチーム医療のキーパーソンとして機能できる看護師を育成す

ること。 

 

２）目標 

（１）地域医療及び高度医療の現場において、迅速かつ包括的なアセスメントを行い、当該特定行為

を行う上での知識、技術及び態度の基礎的能力を養う。 

（２）地域医療及び高度医療の現場において、患者の安心に配慮しつつ、必要な特定行為を安全に実

行できる基礎的能力を養う。 

（３）地域医療及び高度医療の現場において、問題解決にむけて、多職種と効果的に協働できる能力

を養う。 
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（４）自らの看護実績を見直しつつ、標準化する能力を養う。 

 

３）到達目標 

多様な臨床場面において、必要な特定行為を安全に実施する能力を身につけ手順書による指示に

基づいて、実施可否の判断、実施及び報告の一連の流れを安全に配慮して適切に行う為の基礎的な

実践能力を身につける。 

（１）呼吸器関連（気道確保に係るもの）関連 

経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整を行うための知識、技術及び態度の基

礎を身につける。 

（２）呼吸器関連（人工呼吸療法に係るもの）関連 

 侵襲的陽圧換気の設定の変更を行うための知識、技術及び態度の基礎を身につける。 

 非侵襲的陽圧換気の設定の変更を行うための知識、技術及び態度の基礎を身につける。 

 人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整を行うための知識、技術及び

態度の基礎を身につける。 

 人工呼吸器からの離脱を行うための知識、技術及び態度の基礎を身につける。 

（３）呼吸器関連（長期呼吸療法に係るもの）関連 

気管カニューレの交換を行うための知識、技術及び態度の基礎を身につける。 

（４）循環動態に係る薬剤投与関連 

持続点滴中のカテコラミン（注射薬）・ナトリウム、カリウム又はクロール（注射薬）・降圧剤（注

射薬）・糖質輸液、電解質輸液・利尿剤（注射薬）の投与量の調整を行うための知識、技術及び態度

の基礎を身につける。 

 

 

４．研修概要 

（１）特定行為研修を受ける看護師の定員 

特定行為区分（科目名） 定員 

共通科目 

臨床病態生理学 

臨床推論 

フィジカルアセスメント 

臨床薬理学 

疾病・臨床病態概論 

医療安全学 

特定行為実践 

６名 

呼吸器関連（気道確保に係るもの）関連 

呼吸器関連（人工呼吸療法に係るもの）関連 

呼吸器関連（長期呼吸療法に係るもの）関連 

※区分の選択はできません。 

気道確保関連 

人工呼吸療法関連 

長期呼吸療法関連 
６名 

循環動態に係る薬剤投与関連 循環動態関連 ４名 

ろう孔管理関連※ ろう孔管理関連 ４名 

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連※ 栄養・水分管理関連 ４名 
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※追加申請して指定を受ける予定である。平成３０年４月の開講を予定。 

（２）研修期間（別添１参照） 

１８カ月～２４か月 

 

※平成３０年度新規募集予定。 

 

 

５．受講者 

特定行為研修の受講者としては、概ね３年以上の実務経験を有する看護師が想定される。ただし、

これは３年以上の実務経験を有しない看護師の特定行為研修の受講を認めないこととするものでは

ない。 

概ね３年以上の実務経験を有する看護師とは、所属する職場において日常的に行う看護実践を、根

拠に基づく知識と実践的経験を応用し、自律的に行うことができるものであり、チーム医療のキーパ

ーソンとして機能することができるものを想定している。 

実習の場で、指導を担当する実習指導者や実習指導責任者が、研修生に伝えたい「実習で学んでほ

しいこと」を下記に示した。緊張と不安の多い実習ではあるが、この願いを受け止め、意欲的に実習

に臨むことを期待する。 

 

実習で学んでほしい３要素 

① 講義では学べない貴重な体験が実習現場でできる 

② 科学的根拠に基づいた看護技術ができる 

③ コミュニケーションをとおして対象に共感できる 

 

 

  

科目名 研修期間 

共通科目 

臨床病態生理学 

臨床推論 

フィジカルアセスメント 

臨床薬理学 

疾病・臨床病態概論 

医療安全学 

特定行為実践 

10 月 1 日～9 月 30 日（12 か月） 

※日程は後期（10～3 月）、前期（4～9 月） 

 

区分別科目 

気道確保関連 

人工呼吸療法関連 

長期呼吸療法関連 

10 月 1 日～9 月 30 日（12 か月） 

循環動態関連 10 月 1 日～3 月 31 日（6 か月） 

ろう孔管理関連※ 4 月 1 日～9 月 30 日（6 か月） 

栄養・水分管理関連※ 4 月 1 日～9 月 30 日（6 か月） 
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６．研修内容 

１）共通科目（必修科目）：特定行為区分に共通して必要とされる能力を身につけるための科目 

科目名 研修方法 時間 期間 

臨床病態生理学 講義、演習、 47 後期 

臨床推論 講義、演習、実習 45 前期 

フィジカルアセスメント 講義、演習、実習 45 前期 

臨床薬理学 講義、演習、 46 後期 

疾病・臨床病態概論 講義、演習 61 前後期 

医療安全学 講義、演習、実習 30 後期 

特定行為実践 講義、演習、実習 47 前期 

計  321 12 か月 

※全日本病院協会と S-QUE 研究会の特定行為研修 e ラーニングを用いる。 

※講義・演習は e ラーニング、一部の演習、実習は対面授業。 

※全ての共通科目を履修修了後に区分別科目を履修することができる。 

※e-learning を中心とした講義と演習。一部の科目は実習を含む。実習は観察評価を行う。 

 

２）区分別科目：各特定行為に必要とされる能力を身につけるための科目 

区分名 研修内容 
研修方法 

時間 
期間 

呼
吸
器
（
気
道
確
保
に
係
る
も
の
）

関
連 

共
通
し
て

学
ぶ
事
項 

気道確保関連 

講義 6 
演習 2 
実習 2 
（10） 

12 か月 
 

※ ３ 区

分 一 括

受講。 

分 割 受

講不可 

 

特
定
行
為
ご
と

に
学
ぶ
事
項 

経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置

の調整 

講義 6 
演習 1 
実習 4 
試験 1 
（12） 

講義 12、演習 3、実習 6、試験 1 （22） 

呼
吸
器
（
人
工
呼
吸
療

法
に
係
る
も
の
）
関
連 

共
通
し
て

学
ぶ
事
項 

人工呼吸療法総論 
講義 15 
演習 1 
（16） 

特
定
行

為
ご
と

に
学
ぶ

事
項 

侵襲的陽圧換気の設定の変更 

講義 9 
演習 1 
実習 4 
（14） 
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非侵襲的陽圧換気の設定の変更 

講義 9 
演習 1 
実習 3 
（13） 

人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投

与量の調整 

講義 7 
演習 2 
実習 3 
（12） 

人工呼吸器からの離脱 

講義 6 
演習 2 
実習 4 
（12） 

科目修了試験 試験 1 

講義 46、演習 7、実習 14、試験 1 （68） 

呼
吸
器
（
長
期
呼
吸
療
法
に
係
る

も
の
）
関
連 

共
通
し
て

学
ぶ
事
項 

長期呼吸療法総論 

講義 9 
演習 1 
実習 2 
（12） 

特
定
行
為
ご
と

に
学
ぶ
事
項 

気管カニューレの交換 

講義 4 
演習 1 
実習 3 
試験 1 
（9） 

講義 13、演習 3、実習 4、試験 1 （21） 

循
環
動
態
に
係
る
薬
剤
投
与
関
連 

共
通
し
て

学
ぶ
事
項 

循環動態に係る薬剤投与総論 
講義 12 
演習 3 
（15） 

6 か月 

特
定
行
為
ご
と
に
学
ぶ
事
項 

持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整 

講義 5 
演習 1 
実習 3 
（9） 

持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投

与量の調整 

講義 5 
演習 1 
実習 3 
（9） 

持続点滴中の昇圧剤の投与量の調整 

講義 5 
演習 1 
実習 3 
（9） 

持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調

整 

講義 5 
演習 1 
実習 3 
（9） 

持続点滴中の利尿剤の投与量の調整 

講義 5 
演習 1 
実習 3 
（9） 

科目修了試験 試験 1 
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講義 37、演習 8、実習 15、試験 1 （61） 

ろう孔管

理関連 
※平成 30 年 4 月開講予定 

未定 
（48） 

6 か月 

栄養及び

水分管理

に係る薬

剤投与関

連 

※平成 30 年 4 月開講予定 
未定 
（36） 

6 か月 

※共通科目履修修了者に限る 

※科目の一部免除について 

専門看護師教育課程、認定看護師教育課程、特定指定研修機関、その他大学院等で既に履修した共通

科目及び区分別科目については、履修の状況に応じて時間数を免除する。 

 

 

７．研修環境 

講義・演習は通信により行う場合として、放送形式を利用して行う。 

１）利用する技術の特色 

 就労継続型の看護師の特定行為研修が効果的に行われるために、以下のような体制で行う。 

 共通科目は全日本病院協会と S-QUE研究会の特定行為研修 eラーニングを用いる。 

 区分別科目は Moodleによる eラーニングを用いる。 

 Skype によるグループビデオ通話を利用することにより、授業終了後、速やかにオンラインデ

ィスカッションが可能。指導者は設問解答、添削指導、質疑応答等にリアルタイムに対応可能。 

 e ラーニング内の「Q&A フォーラム」にて、学生教師間で問題に関するオンラインディスカッ

ションが可能。 

 

２）受講者および受講者所属施設に求められる環境 

 表 1—1 に示すように受講者は e ラーニングで学習を行っていく。そのために必要な ICT 環

境は次のようになる。 

 e ラーニングでは、インターネット接続に加えて Skype によるビデオ通話を利用するので、受

講者は Skype環境を整える必要がある。 

 当院の研修室を利用することも可能であるが、数に限りがあるので必ず利用できるとは限らな

い。 

 e ラーニング研修では、確認試験、課題提出などがあり、このためパソコン操作、ワード、エ

クセル等が使えることが前提となるので、各自で操作スキル、ソフトの準備が必要である。 

 パソコンの操作、ネット接続環境、ワード・エクセル等のソフトに関する指導は行わないが、

e ラーニング内の「Q&A フォーラム」にて、問題に関するオンラインディスカッションによる

サポートは可能である。 
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８．履修規定 

１）履修規定 

（１）研修修了要件 

共通科目における評価（筆記試験・各種実習の観察評価）に加え、区分別科目における評

価（筆記試験・実技試験・各種実習の観察評価）に合格し、特定行為研修管理委員会におけ

る最終の修了判定をもって研修を修了とする。 

 

２）履修免除 

（１）専門看護師教育課程、認定看護師教育課程、特定指定研修機関、その他大学院等で既に履修

した共通科目及び区分別科目については、履修の状況に応じて時間数を免除する。 

① 既に履修した科目について、共通科目の各科目又は区分別科目の時間数の全部又は一部の

履修を免除するに当たっては、当該免除の対象となる既に履修した科目が、共通科目の各

科目又は区分別科目に合致しているか確認するとともに、必要に応じて修得の程度を確認

する。なお、当該免除の対象となる既に履修した科目としては、指定研修機関における特

定行為研修の共通科目のほか、呼吸器（気道確保に係るもの）関連、呼吸器（人工呼吸療

法に係るもの）関連、呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連の３区分の内、１または２

区分などが想定される。 

② 当該免除の対象となる既に履修した科目が、共通科目の各科目又は区分別科目に合致して

いるかの確認は、「特定行為研修終了証」または受講者のポートフォリオなどの受講履歴

から確認する。 
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③ 共通科目は筆記試験・各種実習の観察評価の６割以上を取得していること、区分別科目は

評価（筆記試験・実技試験・各種実習の観察評価）に合格し、「指導監督なしで行うことが

できる」レベルと判断できること。なお、「指導監督なしで行うことができる」レベルと確

認できないときは、免除の対象とはならない。 

 

 

９．応募資格 

看護師特定行為研修を応募する者は、次の各号に定める資格をすべて満たしていなければならな

い。 

（１） 保健師、助産師及び看護師のいずれかの免許を有すること。 

（２） 保健師、助産師及び看護師の資格取得後、通算３年以上は関連する領域の実務経験を有する

こと。 

（３） 所属する機関の施設長もしくは所属長の推薦を有すること。 

（４） 学業優先で受講可能であること。 

（５） 今後、特定行為を行い、看護の発展と社会貢献に意欲があること。 

 

 

１０．受講申請書類 

１）受講願書     （様式１） 

２）履歴書      （様式２） 

３）推薦書（自薦可） （様式３） 

４）看護師免許証の写し １枚 

※提出された出願書類、受講審査料は返却いたしません。 

 

 

１１．出願書類提出方法 

封筒に「特定行為研修 志願書在中」と「朱書き」で明記し、「簡易書留」にて下記まで郵送又は

持参して下さい。 

 

    出願締め切り 

    平成２９年８月１０日必着 

 

 

１２．出願書類送付先 

   

〒962-0022 

福島県須賀川市丸田町１７ 須賀川病院 看護師特定行為研修担当 宛 

 

 

１３．選抜方法及び合否発表 
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   選抜方法：書類審査 

   合否発表：合否の通知は、本人宛にて郵送します。 

 

 

１４．研修費用 

 

共通科目 ２００，０００ 円 

区分別科目 １科目 １００，０００円 

   ※振込期間・振込先等の詳細は、合格通知に同封します。 

 

 

本件に関するお問い合わせ 

連絡先 

〒962-0022 

   福島県須賀川市丸田町１７ 

医療法人 平心会 須賀川病院 

看護師特定行為研修室 

担当者：後藤 法子 

   電 話  ０２４８－７５－２２１１ 

   Email  sukagawa@sukagawahp.com 
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様式１ 

 

 

 

受  講  願  書 
 

 

平成   年  月   日 

医療法人 平心会 

 理事長 津田達徳 

                  フ  リ  ガ  ナ 

申込者氏名                        印 

 

 

 

私は、須賀川病院看護師特定行為研修を受講したいので、下記関係書類を添えて出願し

ます。 

 

記 

 

 

 

       様式２ 履歴書 

       様式３ 推薦書（自薦可） 

       看護師免許証の写し 

 

  

※受験番号  
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様式２ 

 

 
※受験番号  

 

カラー写真 

(３×４cm) 

 

６ヶ月以内に 

撮影したもの 

履  歴  書 

平成  年  月  日現在 

フ リ ガ ナ  

氏 名 性別（   ） 

生年月日 昭和・平成  年  月  日生 (満  歳) 

現 住 所 
〒 

 

勤

務

先 

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ 

名 称 

 

 

所 在 地 
〒 

 

免 許 証 
看護師 ・ 保健師 ・ 助産師 

昭和・平成  年  月  日   免許取得       号 

学 
 

歴 

昭和・平成  年  月  

昭和・平成  年  月  

昭和・平成  年  月  

昭和・平成  年  月  

※ 高等学校以上について記載してください。 

職 
 

歴 

昭和・平成  年  月  

昭和・平成  年  月  

昭和・平成  年  月  

昭和・平成  年  月  

昭和・平成  年  月  

所属施設内の委員会

活動等 
 

これまでに参加した

講演会、受講した講

習会、取得した資格 
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様式３ 

 

 

推  薦  書 

 

 

平成  年  月  日 

 

医療法人 平心会 

 理事長 津田達徳 

 

機  関 

職  位 

推薦者(自署)            印 

 

須賀川病院看護師特定行為研修の受講者として、次の者を推薦します。 

 

氏  名                              

 

推薦理由【 受講修了後の進路や所属先から期待される役割などを記入 】 

 

 

 

貴施設での実習指導の可能性： 有 ・ 無 

 

＊特定行為区分の実習指導のできる医師が必要となります。指導できる医師とは、 

指導医講習会を受けていることが条件です。 

 

 

※受験番号  



別紙１2017年度 特定行為研修進度表（24か月） 気道確保関連　人工呼吸療法関連　長期呼吸療法関連

年月

週数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

＊時限：①9:00～10:00 ②10:15～11:15 ③11:30～12:30 ④13：30～14：30 ⑤14：45～15：45 ⑥16：00～17：00 ⑦17：30～18：30 ⑧18：00～19：00
＊共通科目（前・後期）水⑧木①②③④⑤⑥⑦：7～8単位/週
＊全ての科目で科目最終日に修了試験を行う。

年月

週数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

月④⑤⑥：2～3単位

火④⑤⑥⑦：3～4単位

月④⑤⑥：2～3単位

計画中　火④⑤⑥：：2～3単位

計画中　金④⑤：2単位

＊区分別科目（共通科目修了者に限る） 講義 演習 実習 試験
＊区分別科目の実習において一名の患者に複数の行為が行われるときは、同時進行で研修を行うことがある。

H30年
8月科目名区分

H30年
1月

H30年
2月

H30年
9月

共

通

科

目

臨床病態生理学

臨床推論

フィジカルアセスメント

臨床薬理学

疾病・臨床病態概論

医療安全学

特定行為実践

H30年
3月

H30年
4月

H30年
5月

H30年
6月

H30年
7月

科目名区分
H30年
10月

H29年
10月

H29年
11月

H29年
12月

区

分

別

科

目

呼吸器（気道確保に
係るもの）関連

呼吸器（人工呼吸療
法に係るもの）関連

呼吸器（長期呼吸療
法に係るもの）関連

循環動態に係る薬剤
投与関連

ろう孔管理関連

栄養及び水分管理に
係る薬剤投与関連

H30年
11月

H30年
12月

H31年
1月

H31年
2月

H31年
9月

H31年
3月

H31年
4月

H31年
5月

H31年
6月

H31年
7月

H31年
8月



別紙１2017年度 特定行為研修進度表（18か月） 循環動態関連

年月

週数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

＊時限：①9:00～10:00 ②10:15～11:15 ③11:30～12:30 ④13：30～14：30 ⑤14：45～15：45 ⑥16：00～17：00 ⑦17：30～18：30 ⑧18：00～19：00
＊共通科目（前・後期）水⑧木①②③④⑤⑥⑦：7～8単位/週
＊全ての科目で科目最終日に修了試験を行う。

年月

週数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

水④⑤⑥⑦：3～4単位

計画中　火④⑤⑥：：2～3単位

計画中　金④⑤：2単位

＊区分別科目（共通科目修了者に限る） 講義 演習 実習 試験
＊区分別科目の実習において一名の患者に複数の行為が行われるときは、同時進行で研修を行うことがある。

H30年
6月

H30年
7月

H30年
8月科目名区分

H30年
10月

区

分

別

科

目

呼吸器（気道確保に
係るもの）関連

呼吸器（人工呼吸療
法に係るもの）関連

呼吸器（長期呼吸療
法に係るもの）関連

循環動態に係る薬剤
投与関連

ろう孔管理関連

栄養及び水分管理に
係る薬剤投与関連

H30年
11月

H30年
12月

H31年
1月

H31年
2月

H30年
9月

H30年
3月

H30年
4月

H30年
5月

H30年
6月

H30年
7月

H30年
8月

H30年
2月

H30年
9月

H31年
3月

H30年
4月

H30年
5月

共

通

科

目

臨床病態生理学

臨床推論

フィジカルアセスメント

臨床薬理学

疾病・臨床病態概論

医療安全学

特定行為実践

科目名区分
H29年
10月

H29年
11月

H29年
12月

H30年
1月



別紙１2017年度 特定行為研修進度表（12か月） 気道確保関連　人工呼吸療法関連　長期呼吸療法関連

年月

週数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

月④⑤⑥：2～3単位

火④⑤⑥⑦：3～4単位

月④⑤⑥：2～3単位

計画中　火④⑤⑥：：2～3単位

計画中　金④⑤：2単位

＊時限：①9:00～10:00 ②10:15～11:15 ③11:30～12:30 ④13：30～14：30 ⑤14：45～15：45 ⑥16：00～17：00 ⑦17：30～18：30 ⑧18：00～19：00
＊全ての科目で科目最終日に修了試験を行う。
＊共通科目修了者に限る 講義 演習 実習 試験
＊区分別科目の実習において一名の患者に複数の行為が行われるときは、同時進行で研修を行うことがある。

区

分

別

科

目

呼吸器（気道確保に
係るもの）関連

呼吸器（人工呼吸療
法に係るもの）関連

呼吸器（長期呼吸療
法に係るもの）関連

循環動態に係る薬剤
投与関連

ろう孔管理関連

栄養及び水分管理に
係る薬剤投与関連

H30年
9月

H30年
3月

H30年
4月

H30年
5月

H30年
6月

H30年
7月

H30年
8月

H30年
2月科目名区分

H29年
10月

H29年
11月

H29年
12月

H30年
1月



別紙１2017年度 特定行為研修進度表（6か月） 循環動態関連

年月

週数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

水④⑤⑥⑦：3～4単位

計画中　火④⑤⑥：：2～3単位

計画中　金④⑤：2単位

講義 演習 実習 試験

＊時限：①9:00～10:00 ②10:15～11:15 ③11:30～12:30 ④13：30～14：30 ⑤14：45～15：45 ⑥16：00～17：00 ⑦17：30～18：30 ⑧18：00～19：00
＊全ての科目で科目最終日に修了試験を行う。
＊共通科目修了者に限る
＊区分別科目の実習において一名の患者に複数の行為が行われるときは、同時進行で研修を行うことがある。

科目名区分
H29年
10月

区

分

別

科

目

呼吸器（気道確保に
係るもの）関連

呼吸器（人工呼吸療
法に係るもの）関連

呼吸器（長期呼吸療
法に係るもの）関連

循環動態に係る薬剤
投与関連

ろう孔管理関連

栄養及び水分管理に
係る薬剤投与関連

H29年
11月

H29年
12月

H30年
1月

H30年
2月

H30年
9月

H30年
3月

H30年
4月

H30年
5月

H30年
6月

H30年
7月

H30年
8月


